
 

－  － 
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議決権の行使についての参考書類 
 

１．総株主の議決権の数 

1,358,378個 

２．議案および参考事項 

第１号議案 取締役17名選任の件 

 本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となりますので、取締役17名の選

任をお願いしたいと存じます。 

 取締役候補者は、次のとおりであります。 

番 号 
氏 名 
（生 年 月 日） 略 歴 

所有する当社
株 式 の 数

１ 
八
や

城
しろ

政
まさ

基
もと

 
（昭和４年２月14日生） 

昭和33年６月 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ｳﾞｧｷｭｰﾑ･ｵｲﾙ日本支社（現ｴｸｿﾝ

ﾓｰﾋﾞﾙ有限会社）入社 

昭和47年９月 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ｵｲﾙ･ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ（現ｴｸｿﾝ･ﾓｰﾋﾞ

ﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）取締役会長特別補佐 

昭和49年６月 ｴｯｿ石油株式会社取締役社長 

昭和54年８月 ｴｯｿ･ｲｰｽﾀﾝ社取締役筆頭副社長 

昭和61年２月 ｴｯｿ石油株式会社取締役社長 

平成元年11月 ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ･ｴﾇ･ｴｲ在日代表 

平成12年３月 当行代表取締役会長兼社長 

平成16年６月 当行取締役代表執行役会長兼社長（現

任） 

平成16年８月 中国銀行業監督管理委員会国際顧問委員

会委員（現任） 

平成16年９月 中国建設銀行社外取締役（現任） 

0株

２ 
ﾃ ｨ ｴ ﾘ ｰ  ﾎ ﾟ ﾙ ﾃ 
（昭和32年６月28日生） 

昭和54年９月 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ入社 

平成３年１月 同社ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

平成７年９月 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ社長 

平成15年11月 当行執行役員副会長 

平成16年６月 当行取締役代表執行役副会長（現任） 

406,202株



 

－  － 
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番 号 
氏 名 
（生 年 月 日） 略 歴 

所有する当社
株 式 の 数

３ 
杉
すぎ

山
やま

淳
じゅん

二
じ

 
（昭和21年４月15日生） 

昭和45年５月 三和銀行（現ＵＦＪ銀行）入行 

平成８年６月 同行取締役 

平成11年６月 同行常務執行役員 

平成13年４月 株式会社ＵＦＪﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ常務執行役員 

平成14年１月 同社専務執行役員 

平成14年４月 株式会社ｱﾌﾟﾗｽ顧問 

平成14年６月 同社代表取締役社長（現任） 

0株

４ 
山
やま

本
もと

輝
てる

明
あき

 
（昭和23年11月24日生） 

昭和46年４月 当行入行 

平成12年６月 当行執行役員 

平成13年６月 当行常務取締役 

平成14年６月 当行専務取締役 

平成16年６月 当行代表執行役専務執行役（現任） 

平成17年２月 株式会社ｱﾌﾟﾗｽ取締役（現任） 

1,243株

５ 
青
あお

木
き

 昭
あきら

 
（昭和６年11月30日生） 

昭和28年４月 日本銀行入行 

昭和60年９月 同行理事 

平成元年10月 日本輸出入銀行副総裁 

平成４年６月 日本証券金融株式会社取締役社長 

平成10年６月 同社取締役会長 

平成12年３月 当行取締役（現任） 

平成14年６月 日本証券金融株式会社相談役（現任） 

0株

６ 
ﾏ ｲ ｹ ﾙ  Ｊ． ﾎ ﾞ ｽ ｷ ﾝ 
（昭和20年９月23日生） 

昭和45年９月 ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学助教授 

昭和53年９月 同大学教授 

平成元年１月 大統領経済諮問委員会委員長 

平成５年９月 ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学ﾌｰﾊﾞｰ研究所Ｔ．Ｍ．ﾌﾘｰﾄﾞ

ﾏﾝ経済学教授上級研究員（現任） 

平成６年４月 ｵﾗｸﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ取締役（現任） 

平成11年６月 ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役（現任） 

平成12年３月 当行取締役（現任） 

105,783株



 

－  － 
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番 号 
氏 名 
（生 年 月 日） 略 歴 

所有する当社
株 式 の 数

７ 
ｴ ﾐ ﾘ ｵ  ﾎ ﾞ ﾃ ｨ ﾝ 
（昭和９年10月１日生） 

昭和33年10月 ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ銀行入行 

昭和52年10月 同行最高経営責任者 

昭和61年12月 同行会長 

平成11年４月 ﾊﾞﾝｺ･ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙ･ｾﾝﾄﾗﾙ･ｲｽﾊﾟｰﾉ会長 

平成12年４月 当行取締役（現任） 

平成15年７月 ｻﾝﾀﾝﾃﾞｰﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ会長（現任） 

0株

８ 
ﾃ ｨ ﾓ ｼ ｰ  Ｃ． ｺ ﾘ ﾝ ｽ ﾞ 
（昭和31年10月８日生） 

昭和49年１月 ｶﾐﾝｽﾞ･ｴﾝｼﾞﾝ社入社 

昭和56年９月 ﾌﾞｰｽﾞ･ｱﾚﾝ･ﾊﾐﾙﾄﾝ社入社 

昭和59年８月 ﾗｻﾞｰﾄﾞ･ﾌﾚｰﾙ社入社 

平成２年１月 ｵﾈｯｸｽ社入社 

平成７年10月 ﾘｯﾌﾟﾙｳｯﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 最高経営責任者

（現任） 

平成12年３月 当行取締役（現任） 

平成17年３月 ｱｰﾙｴｲﾁｼﾞｪｲ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 最高経営責任者

（現任） 

25,375,644株

９ 
Ｊ．ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌﾗﾜｰｽﾞ 
（昭和32年10月27日生） 

昭和54年３月 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ社入社 

昭和63年12月 同社ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

平成８年10月 ｴﾝｽﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ社取締役（現任） 

平成12年３月 当行取締役（現任） 

平成14年11月 Ｊ．Ｃ．ﾌﾗﾜｰｽﾞ社会長（現任） 

88,283,355株

10 
今
いま

井
い

 敬
たかし

 
（昭和４年12月23日生） 

昭和27年４月 富士製鐵株式会社（現新日本製鐵株式会

社）入社 

平成５年６月 同社代表取締役社長 

平成10年４月 同社代表取締役会長 

平成12年３月 当行取締役（現任） 

平成14年５月 社団法人日本経済団体連合会名誉会長

（現任） 

平成15年６月 新日本製鐵株式会社相談役名誉会長（現

任） 

0株



 

－  － 
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番 号 
氏 名 
（生 年 月 日） 略 歴 

所有する当社
株 式 の 数

11 
可
か

児
に

 滋
しげる

 
（昭和18年９月20日生） 

昭和41年４月 日本銀行入行 

平成４年５月 東京金融先物取引所常任監事 

平成８年５月 日本銀行文書局長 

平成11年５月 東京証券取引所常務理事 

平成14年４月 日本電気株式会社顧問（現任） 

平成16年６月 当行取締役（現任） 

0株

12 
ﾌﾚｯﾄﾞ Ｈ．ﾗﾝｸﾞﾊﾏｰ 
（昭和19年１月13日生） 

昭和45年９月 ﾄﾞｯﾄｳｪﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社輸入部門ｾﾞﾈﾗﾙﾏ

ﾈｰｼﾞｬｰ 

昭和50年１月 ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ入社、社長 

昭和60年９月 ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ株式会社入社、最高執行責任

者 

平成７年９月 同社社長兼最高執行責任者 

平成12年１月 同社最高経営責任者 

平成15年３月 ｼﾞﾚｯﾄ社取締役（現任） 

平成16年７月 ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ株式会社海外事業専属会長

（現任） 

平成17年１月 ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ社取締役（現任） 

0株

13 
槙
まき

原
はら

 稔
みのる

 
（昭和５年１月12日生） 

昭和31年３月 三菱商事株式会社入社 

昭和62年６月 米国三菱商事会社社長 

平成４年６月 三菱商事株式会社取締役社長 

平成10年４月 同社取締役会長 

平成12年３月 当行取締役（現任） 

平成12年５月 社団法人日本経済団体連合会副会長 

平成16年６月 三菱商事株式会社相談役（現任） 

平成16年９月 米ＩＢＭ社取締役（現任） 

0株

14 
長
なが

島
しま

安
やす

治
はる

 
（大正15年６月22日生） 

昭和28年４月 弁護士登録 

昭和36年１月 長島・大野法律事務所（現長島・大野・

常松法律事務所）ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

平成９年１月 同事務所顧問（現任） 

平成15年４月 東京大学法科大学院運営諮問委員会委員

（現任） 

平成16年６月 当行取締役（現任） 

0株



 

－  － 
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番 号 
氏 名 
（生 年 月 日） 略 歴 

所有する当社
株 式 の 数

15 
ﾙ ｼ ｵ  Ａ． ﾉ ﾄ 
（昭和13年４月24日生） 

昭和37年６月 ﾓｰﾋﾞﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ入社 

平成６年３月 同社会長兼最高経営責任者 

平成７年２月 米ＩＢＭ社取締役（現任） 

平成10年１月 ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役（現任） 

平成11年12月 ｴｸｿﾝ･ﾓｰﾋﾞﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ副会長 

平成13年３月 ﾐｯﾄﾞｽﾄﾘｰﾑ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ

（現任） 

平成13年５月 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ取締役（現任） 

9,000株

16 
小
お

川
がわ

信
のぶ

明
あき

 
（昭和14年３月13日生） 

昭和43年４月 弁護士登録 

昭和45年８月 小川法律事務所（現小川・友野法律事務

所）ﾊﾟｰﾄﾅｰ（現任） 

平成４年４月 東京弁護士会副会長 

平成８年４月 日本弁護士連合会事務総長 

平成10年11月 当行監査役 

平成12年３月 当行取締役（現任） 

0株

17 
ｼﾞｮﾝ Ｓ．ﾜｽﾞﾜｰｽ Jr. 
（昭和14年９月12日生） 

昭和38年８月 ﾌｧｰｽﾄ･ﾎﾞｽﾄﾝ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ入社 

昭和53年10月 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ入社 

昭和62年３月 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ社長 

平成４年１月 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｱｼﾞｱﾘﾐﾃｯﾄﾞ会長 

平成13年２月 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（現

任） 

平成13年８月 ﾏﾆﾄｩ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ ﾊﾟｰﾄﾅｰ（現任） 

平成17年５月 ｼｰﾕｧﾝ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ ｽﾍﾟｼｬﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ（現任） 

20,000株

（注） 候補者 青木昭、ﾏｲｹﾙ Ｊ．ﾎﾞｽｷﾝ、ｴﾐﾘｵ ﾎﾞﾃｨﾝ、ﾃｨﾓｼｰ Ｃ．ｺﾘﾝｽﾞ、Ｊ．ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌﾗﾜｰｽﾞ、今井敬、

可児滋、ﾌﾚｯﾄﾞ Ｈ．ﾗﾝｸﾞﾊﾏｰ、槙原稔、長島安治、ﾙｼｵ Ａ．ﾉﾄ、小川信明、ｼﾞｮﾝ Ｓ．ﾜｽﾞﾜｰｽ Jr.の

各氏は商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役の要件を満たしております。 

 



 

－  － 
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第２号議案 定款一部変更の件 

１．変更の事由 

① 経営の監督と執行の分離をより明確にするため、取締役会長を取締役会の議長として位

置づけるとともに、執行役社長を業務執行の中心として明確に位置づけるため株主総会

の議長を執行役社長が行うこととし、これに基づき定款第16条を新設するとともに現行

定款第10条、第11条、第19条および第20条に所要の変更をおこなうものであります。 

② 平成16年４月１日付で長期信用銀行から普通銀行に転換したことに伴い、長期信用債券

に関する現行定款第７章に規定される長期信用債券に関する条項を削除するものであり

ます。 

③ 附則（現行定款第37条）記載の委員会等設置会社移行前の取締役および監査役の責任免

除規定の内容を明確化するため、旧定款第19条の２および第25条の２を本文中に記載す

るものであります。 

④ 以上の定款変更に伴う章数および条数の変更およびこれに伴う所要の変更をおこなうも

のであります。 

 

２．変更の内容 

 変更の内容は次の通りであります。 
 （下線は変更部分）
 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章の２ 優先株式 第２章の２ 優先株式 

（優先配当金） （優先配当金） 

第９条の２ 当銀行は、第33条に定める利益配当金を

支払うときは、優先株式を有する株主（以下優先株

主という。）または優先株式の登録質権者（以下優

先登録質権者という。）に対し、普通株式を有する

株主（以下普通株主という。）または普通株式の登

録質権者（以下普通登録質権者という。）に先立

ち、甲種優先株式１株につき年100円、乙種優先株

式１株につき年10円を上限として、その発行に際し

て取締役会の決議で定める額の利益配当金（以下優

先配当金という。）を支払う。 

第９条の２ 当銀行は、第32条に定める利益配当金を

支払うときは、優先株式を有する株主（以下優先株

主という。）または優先株式の登録質権者（以下優

先登録質権者という。）に対し、普通株式を有する

株主（以下普通株主という。）または普通株式の登

録質権者（以下普通登録質権者という。）に先立

ち、甲種優先株式１株につき年100円、乙種優先株

式１株につき年10円を上限として、その発行に際し

て取締役会の決議で定める額の利益配当金（以下優

先配当金という。）を支払う。 

（以下省略） （現行どおり） 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63) ／ 2005/05/30 9:22 (2005/05/30 9:21) ／ 2k_04218700_05_os2新生銀行様_招集_議決権の_P.doc 

63

現 行 定 款 変 更 案 

（優先中間配当金） （優先中間配当金） 

第９条の３ 当銀行は、第34条に定める中間配当金を

支払うときは、優先株主または優先登録質権者に対

し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、優先

株式１株につき優先配当金の２分の１を上限とし

て、発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭

（この定款において優先中間配当金という。）を支

払う。 

第９条の３ 当銀行は、第33条に定める中間配当金を

支払うときは、優先株主または優先登録質権者に対

し、普通株主または普通登録質権者に先立ち、優先

株式１株につき優先配当金の２分の１を上限とし

て、発行に際して取締役会の決議で定める額の金銭

（この定款において優先中間配当金という。）を支

払う。 

（以下省略） （現行どおり） 

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（招 集） （招 集） 

第10条 第10条 

（条文省略） （現行どおり） 

３ 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

くほか、取締役会の決議に基づき執行役会長がこ

れを招集する。 

３ 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

くほか、取締役会の決議に基づき執行役社長がこ

れを招集する。 

４ 執行役会長が欠員または事故があるときは、執

行役副会長がこれに代わり、執行役会長および執

行役副会長ともに欠員または事故があるときは、

執行役社長がこれに代わる。執行役会長、執行役

副会長および執行役社長のいずれも欠員または事

故があるときは、取締役会の定めるところによ

り、他の執行役がこれに代わる。 

４ 執行役社長が欠員または事故があるときは、執

行役会長がこれに代わり、執行役社長および執行

役会長ともに欠員または事故があるときは、取締

役会の定めるところにより、他の執行役がこれに

代わる。 

（議 長） （議 長） 

第11条 株主総会の議長は、執行役会長がこれに当た

る。 

第11条 株主総会の議長は、執行役社長がこれに当た

る。 

２ 執行役会長が欠員または事故があるときは、執

行役副会長がこれに代わり、執行役会長および執

行役副会長ともに欠員または事故があるときは、

執行役社長がこれに代わる。執行役会長、執行役

副会長および執行役社長のいずれも欠員または事

故があるときは、取締役会の定めるところによ

り、他の執行役がこれに代わる。 

２ 執行役社長が欠員または事故があるときは、執

行役会長がこれに代わり、執行役社長および執行

役会長ともに欠員または事故があるときは、取締

役会の定めるところにより、他の執行役がこれに

代わる。 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

（新設） （取締役会長） 

 第16条 取締役会は、その決議をもって、取締役のう

ちから取締役会長１名を選定することができる。 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

第16条～第18条  （条文省略） 第17条～第19条  （現行どおり） 

（取締役会の招集） （取締役会の招集） 

第19条 取締役会は、取締役である執行役会長が招集

し、執行役会長が欠員のとき、執行役会長が取締役

ではないとき、または執行役会長に事故があるとき

は、取締役である執行役副会長がこれに当たる。 

第20条 取締役会は、取締役会長が招集し、取締役会

長が欠員のときまたは取締役会長に事故があるとき

は、取締役である執行役社長がこれに当たる。 

２ 執行役会長および執行役副会長ともに欠員のと

き、取締役ではないときまたは事故あるときは、

取締役である執行役社長がこれに当たる。執行役

会長、執行役副会長および執行役社長がいずれも

欠員のとき、取締役ではないときまたは事故ある

ときは取締役会の定めるところにより、他の取締

役がこれに代わる。 

２ 取締役会長および執行役社長ともに欠員のとき

（執行役社長については取締役でないときを含

む。）または事故あるときは取締役会の定めると

ころにより、他の取締役がこれに代わる。 

（取締役会の議長） （取締役会の議長） 

第20条 取締役会の議長は、取締役である執行役会長

がこれに当たり、執行役会長が欠員のとき、執行役

会長が取締役でないとき、または執行役会長に事故

があるときは、取締役である執行役副会長がこれに

当たる。 

第21条 取締役会の議長は、取締役会長がこれに当た

り、取締役会長が欠員のときまたは取締役会長に事

故があるときは、取締役である執行役社長がこれに

当たる。 

２ 執行役会長および執行役副会長ともに欠員のと

き、取締役ではないときまたは事故があるとき

は、取締役である執行役社長がこれに当たる。執

行役会長、執行役副会長および執行役社長がいず

れも欠員のとき、取締役ではないときまたは事故

あるときは取締役会の定めるところにより、他の

取締役がこれに代わる。 

２ 取締役会長および執行役社長ともに欠員のとき

（執行役社長については取締役でないときを含

む。）または事故があるときは取締役会の定める

ところにより、他の取締役がこれに代わる。 

第21条～第28条  （条文省略） 第22条～第29条  （現行どおり） 

第７章 長期信用債券  

（名称）  

第29条 当銀行の発行する債券は、長期信用債券と称

する。 

（削除） 

（発行限度）  

第30条 当銀行は、金融機関の合併及び転換に関する

法律その他の法律により認められた金額を限度とし

て、債券を発行することができる。 

（削除） 



 

－  － 
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現 行 定 款 変 更 案 

第８章 計算 第７章 計算 

第31条～第36条  （条文省略） 第30条～第35条  （現行どおり） 

第９章 附則 第８章 附則 

（委員会等設置会社移行前の取締役及び監査役の責任

免除） 

（委員会等設置会社移行前の取締役及び監査役の責任

免除） 

第37条 第36条 

（条文省略） （現行どおり） 

（新設） ＜変更前定款第19条の２、第25条の２＞ 

 （取締役の責任免除） 

 第19条の２ 当銀行は、商法第266条第１項第５号の

行為に関する取締役の責任について、取締役会の決

議をもって法令の限度において免除することができ

る。 

 ２ 当銀行は、社外取締役との間で、商法第266条

第１項第５号の行為に関する責任について、商法

第266条第19項各号の金額の合計額を限度とする

旨の契約を締結することができる。 

 （監査役の責任免除） 

 第25条の２ 当銀行は、監査役の責任について、取締

役会の決議をもって法令の限度において免除するこ

とができる。 

 



 

－  － 
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第３号議案 当行および当行子会社の役職員に対しストックオプションとして新株予約権を発

行する件 

 商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により、当行の取締役・執

行役・従業員および当行完全子会社の取締役・従業員の一部に対しストックオプションとして

新株予約権を発行することについてご承認をお願いするものであります。 

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

 当行グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、当行グループの企業価値の向上を図

ることを目的とし、当行の取締役・執行役・従業員および当行完全子会社の取締役・従業員

の一部に対し新株予約権を無償で発行するものであります。 

 なお、当行取締役会は、下記「３．新株予約権発行の要領」としてご承認いただいた範囲

内で、行使期間および行使条件が異なる新株予約権を発行できるものとします。 

２．新株予約権割当の対象者 

 当行の取締役・執行役・従業員および当行完全子会社の取締役・従業員の一部に対し新株

予約権24,000個を上限として割当てるものとします。 

３．新株予約権発行の要領 

(1) 発行する新株予約権の目的となる株式の種類および数 

当行普通株式 24,000,000株を上限とする。 

 なお、当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されて

いない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満

の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

 また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、

当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。 

(2) 発行する新株予約権の数 

 24,000個（新株予約権１個につき当行の普通株式1,000株。ただし、前項に定める株式

の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）を上限とする。 

(3) 新株予約権の発行価額 

 無償で発行するものとする。 

(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 

 新株予約権の行使に際し、新株予約権１個当りの払込金額は、次により決定される１株

当りの払込金額（以下、「行使価額」という。）に(2) に定める新株予約権１個の株式数

を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権の発行日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の各日

（取引が成立していない日を除く）の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の

終値の平均値とし、１円未満の端数は切上げる。ただし、その価額が発行日の終値を下回



 

－  － 
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る場合は、発行日の終値とする。 

 なお、新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合および株主割当として時価を下回

る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切上げる。 

新規発行株式数×１株当り払込金額  
既発行株式数＋

分割・併合・新規発行前の株価   調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
×

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数  

      （併合の場合は減少株式数を減ずる）  

 また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、

当行が他社と株式交換を行い当行が完全親会社となる場合、または当行が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとす

る。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

 新株予約権発行日から平成27年６月23日までの範囲で、当行取締役会が決定する。 

(6) 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定めた期間内に相続手

続きを完了した場合に限り、本新株予約権の相続を認める。 

② 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

③ その他の条件については、本株主総会およびその後の当行取締役会決議に基づき、当

行と新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員および当行完全子会社の

取締役・従業員の一部との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 

(7) 新株予約権の消却 

① 当行が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または、当行が完全

子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき株主総会で

承認されたときは、当行は本新株予約権を無償で消却することができる。 

② 本新株予約権は、新株予約権の割当を受けた者が(6) ③の「新株予約権付与契約」に

定める条件を満たさない状態または新株予約権者の相続人が(6) ①の相続手続きを取ら

なかったことで権利を喪失した場合には未行使の新株予約権を無償で消却することがで

きる。ただし、この場合の消却手続きは新株予約権の行使期間終了後一括して行うこと

ができるものとする。 

(8) 新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権を譲渡するときは当行取締役会の承認を要するものとする。 

 



 

－  － 
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第４号議案 自己株式取得の件 

 当行および当行子会社の役職員に対しストックオプションを実施するため、さらに経営環境

の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため、本総会終結の時から次期定時総会の終結の

時までに、商法第210条の規定に基づき、当行普通株式25百万株、取得価額の総額175億円を限

度として買い受けることにつき、ご承認をお願いするものであります。 

 

以 上 

 



 

－  － 
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 インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえご行使いただきますようお願い申し
あげます。 

 
記 

 
１．議決権行使サイトについて 
(1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Vodafone live!）から、

当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスし、ご利用いただくことによっての
み実施可能です。 
（「ｉモード」は㈱ＮＴＴドコモ、「EZweb」はＫＤＤＩ㈱、「Vodafone live!」はVodafone Group Plcの
商標または登録商標です。） 

(2) パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチ
ウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環
境によっては、議決権行使サイトにおけるインターネットによる議決権行使ができない場合もございますの
で、その旨ご了承ください。 

(3) 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Vodafone live!のいずれかのサービスをご利用可能であ
ることが必要です。同サービスが利用可能な場合でも、セキュリティ確保のため暗号化通信（SSL通信）お
よび携帯電話情報送信が可能な機種にのみ対応しておりますので、携帯電話の機種によってはご利用いただ
けない場合がございますのでご了承ください。 

(4) インターネットによる議決権行使は株主総会前日（平成17年６月23日（木曜日））の24時まで受け付けいた
しますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ございましたら下記ヘルプデスクへお問い合せください。 

 
２．インターネットによる議決権行使方法について 
(1) 上記の議決権行使サイトにおいて、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「仮パス

ワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。 
(2) 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用

の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更や、専用の電子証明書の取得（または携帯電
話番号情報の送信）等をお願いすることになりますのでご了承ください。 

(3) 「議決権行使コード」は株主総会の招集の都度新しいコードをご通知いたします。また株主総会の招集ご通
知をパソコンに電子メールで送信することに同意された株主様につきましては、ご自分の「パスワード」を
株主様が変更されるまで継続的にご利用いただくこととなりますので、パスワードの管理には充分ご注意く
ださい。 

 
３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い 
(1) 郵送とインターネットにより、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内

容を有効として取扱わせていただきますのでご了承ください。 
(2) インターネットによる議決権行使の場合、議決権行使サイトでは複数回の議決権行使（やり直し）が可能で

すが、この場合は最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコンと携帯電話で重複して
議決権行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。 

 
４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について 

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（ダイヤルアップ接続料金・電話料金等）は株主様のご
負担となります。また、携帯電話をご利用の場合はパケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要にな
りますが、これらの料金も株主様のご負担となります。 

 
５．招集ご通知の受領方法について 

ご希望の株主様は、次回の株主総会から、招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコン
により議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールア
ドレスを指定することもできませんのでご了承ください。） 

以 上 
 

システム等に関するお問合せ 
ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 

・電話 ０１２０－１７３－０２７（受付時間9:00～21:00、通話料無料） 

インターネットによる議決権行使のお手続きについて 
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最寄り駅  ・地下鉄－日 比 谷 線 霞ヶ関駅（Ｃ４出口） 

丸 ノ 内 線 霞ヶ関駅（Ｂ２出口） 

千 代 田 線 霞ヶ関駅（Ｃ４出口） 

都営三田線 内幸町駅（Ａ７出口） 

銀 座 線 虎ノ門駅（９番出口） 

・ＪＲ線－新橋駅（日比谷口） 
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